
件  名 

埼玉県教育委員会の権限に属する事務の一部を埼玉県知事の補助機関である職員に委

任する規則について 
 
提案理由  

 埼玉県教育委員会の権限に属する事務の一部を埼玉県知事の補助機関である職員に

委任する規則を別紙のとおり制定したいので、審議願います。 
 
概  要  

１ 趣旨 

  地方自治法第１８０条の７の規定に基づき、埼玉県教育委員会の権限に属する事
務の一部を埼玉県知事の補助機関である職員に委任することに関し必要な事項を定
めるもの 

 
２ 内容 
  次の事務を県企画財政部情報システム戦略課長に委任することについて規定 

 ⑴ 地方自治法第２４４条の６第１項のサイバーセキュリティを確保するための方
針を定め、又はこれを変更すること。 

 ⑵ 地方自治法第２４４条の６第２項の規定により上記⑴の方針を公表すること。 

第３３号議案 
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 ※ ⑴及び⑵ともに、埼玉県立学校における教育の情報化のための情報通信ネット

ワークを利用する情報システムに係るものを除く。 
 
３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

2



「埼玉県教育委員会の権限に属する事務の一部を埼玉県知事の
補助機関である職員に委任する規則」の制定について

本県は既に策定している情報セキュリティポリシーを見直し、同法の方針とする予定であることから、方針の策定及び
変更、さらに公表の事務を地方自治法第１８０条の７の規定に基づき、令和８年４月１日から県企画財政部情報システム
戦略課長に委任する。
※ 情報セキュリティポリシーの適用範囲は、知事部局のほか教育委員会などの執行機関を含む。

情報セキュリティ対策の重要性の高まりを踏まえて地方自治法が改正（令和８年４月１日施行）され、地方公共団体の議
会、長及び教育委員会などの執行機関は、それぞれサイバーセキュリティを確保するための方針を策定し、公表するこ
とが義務付けられた。

* 情報システム
コンピュータ、ネットワーク及びUSBメモリ等の情報を電磁的に記録するメディアで構成され、情報処理を行う仕組み

今回、方針の策定等の事務を
企画財政部情報システム戦略課長に委任

全庁的な情報通信ネットワーク（県庁LANなど）を利用した
情報システム* の利用に当たってのサイバーセキュリティ

教育委員会独自の情報セキュリティポリ
シーにおいて方針を策定するため、委任
しない。

埼玉県立学校における教育の情報化のための情報通信ネッ
トワーク（県立学校間ネットワーク）を利用した情報システム*

の利用に当たってのサイバーセキュリティ
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す
る
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（
趣
旨
） 

第
一
条 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
の
七
の
規
定
に
基
づ

き
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一

部
を
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
他
の
教
育
委
員

会
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
埼
玉
県
企

画
財
政
部
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
長
に
委
任
す
る
。 

 

一 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
一
項
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た

め
の
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
（
埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
情
報

化
の
た
め
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

二 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
方
針
を
公
表

す
る
こ
と
（
埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
情
報
化
の
た
め
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
利
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
事
務
」
の
下
に
「
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
埼

玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
す
る
規
則
（
令
和
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第 

号
）
又
は
他
の
教
育
委
員
会
規
則
の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員

に
委
任
さ
れ
た
事
務
を
除
く
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
る
。 
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埼玉県教育委員会の権限に属する事務の一部を埼玉県知事の補助機関である職員に委任する規則 新旧対照表 

附則第２項関係                                                  （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

埼玉県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則 埼玉県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則 

 

 （趣旨） 

 

 （趣旨） 

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十

一年法律第百六十二号）第二十五条第一項の規定に基づき、埼玉県教育委

員会（以下「教育委員会」という。）の権限に属する事務（埼玉県教育委

員会の権限に属する事務の一部を埼玉県知事の補助機関である職員に委

任する規則（令和八年埼玉県教育委員会規則第 号）又は他の教育委員会

規則の規定により埼玉県知事の補助機関である職員に委任された事務を

除く。次条第一項及び第三条第一項において同じ。）の一部を、埼玉県教

育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任すること等に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十

一年法律第百六十二号）第二十五条第一項の規定に基づき、埼玉県教育委

員会（以下「教育委員会」という。）の権限に属する事務の一部を、埼玉

県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任すること等に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

  

第二条～第五条 （略） 第二条～第五条 （略） 
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